
茨木市自治会等表彰制度に関する要綱 

 

 

（目的） 

第１ この要綱は、市内において自治会等及び地域コミュニティに携わる

者又は企業及び事業者等のうち、自治会活動等の発展に寄与し、その功

績が特に顕著である者の推薦及び表彰について必要な事項を定め、もっ

て地域コミュニティの醸成を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 自治会等 茨木市自治会連合会、茨木市自治会連合会を構成する各

地区の連合自治会（以下「地区連合自治会」という。）、単位自治会、

茨木市地域自治組織の登録に関する要綱（平成 25 年６月 18 日実施）

に基づき登録された地域自治組織（以下「地域自治組織」という。）を

いう。 

 (2) 自治会活動等 第２第１号に定める地区連合自治会が結成されてい

る地域（以下「各地域」という。）において、自治会等が実施するコミ

ュニティの醸成や地域課題の解決に資する活動をいう。 

 (3) 企業及び事業者等 各地域において活動されているテーマ型の地域

組織、企業、事業者、社会福祉法人、ＮＰＯ法人及び市民活動団体等

をいう。 

（対象者の基準） 

第３ 表彰の対象となるもの（以下「被表彰者」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する者、又は、企業及び事業者等で、地区連合自治会の

長、又は、地域自治組織の長の推薦を受けたものとする。 

(1) 自治会等における自治会長以外の副会長、会計、書記、監査等の役  

員で、概ね２年以上、在任している者 

(2) 自治会等における自治会長以外の副会長、会計、書記、監査等の役

員を、概ね２年以上、歴任された者 

 (3) 自治会活動等の担い手として、概ね５年以上にわたり協力をした者 

 (4) 自治会活動等の発展に寄与し、その功績が特に顕著である者 

(5) 自治会等を構成する団体として参画し、当該組織が実施する活動に

対して、概ね２年以上、積極的に参加している企業及び事業者等 

(6) 自治会等が実施する活動に対して、概ね５年以上、継続して協賛又

は協力している企業及び事業者等 

(7)地域課題の解決に向け、創意工夫した取組を自治会全体で５年以上継

続して取り組んでおり、地域コミュニティの醸成に寄与している単位

自治会 



２ 前項の規定するもののほか、同項第７号に掲げる自治会については、 

自らを推薦することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、茨木市及び茨木市教育委員会が実施する

表彰を受けたことがある者については、この要綱による表彰の対象者と

しない。 

 （在職年数等の計算）  

第４ 第３第１項各号に定める年数については、毎年５月１日を基準日と

し遡及して求めるものする。 

（被表彰者の推薦） 

第５ 第３第１項の規定により被表彰者を推薦しようとする場合は、地区

連合自治会の長と地域自治組織の長が被表彰者についての協議をした上

で、推薦書（様式第１号）に推薦名簿（様式第２号の１、第２号の２）

を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 地域自治組織が結成されていない地域については、前項の協議を要し

ない。 

３ 第１項の規定は、第３第２項の規定により、自らを被表彰者として推

薦する場合について準用する。この場合において、「地区連合自治会長

と地域自治組織の長が被表彰者についての協議をした上で」とあるのは

「地区連合自治会の長と地域自治組織の長に推薦内容を共有した上で」

と読み替えるものとする。 

４ 前項において準用する第１項の推薦書に添える書面は、推薦名簿（様

式第２号の２）とする。 

５ 第３第１項第１号から第６号までの被表彰者の推薦にあたっては、原

則、各地域３人（企業及び事業者等を含む）までとし、第７号の被表彰

者の推薦にあたっては、原則、各地域２自治会までとする。 

（被表彰者の決定） 

第６ 第５の推薦があったときは、第３に定める対象者の基準に照らして、

市長が審査し、被表彰者を決定する。 

２ 被表彰者を決定したときは、地区連合自治会の長又は地域自治組織の

長に対し、被表彰者決定通知書（様式第３号）により通知する。 

（表彰の方法） 

第７ 表彰は、次の各号によって行う。 

 (1) 第３第１項第１号から第３号及び第７号に該当する者又は単位自治

会については、功労表彰として表彰状を授与する。 

(2) 第３第１項第４号から第６号までに該当する者又は企業及び事業者

等については、感謝状を授与する。 

 （表彰の実施） 

第８ 表彰は、原則、毎年１回行う。 

 （表彰の事務） 

第９ 表彰に関する事務は、共創文化部地域コミュニティ課で行う。 



 （その他） 

第10 この要綱に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和元年５月 21 日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年６月 20 日から実施する。 

  附則 

この要綱は、令和８年４月１日から実施する。 

 


